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地方独立行政法人岡山県精神科医療センターの平成30年度に係る業務の実績に関する評価結果

1 評価対象法人の概要

⑴ 法 人 名 等 岡山市北区鹿田本町3番16号 地方独立行政法人岡山県精神科医療センター 理事長 中島 豊爾

⑵ 設 立 年 月 日 平成19年４月１日

⑶ 設 立 団 体 岡山県

⑷ 資 本 金 の 額 1,202,336,883円

⑸ 中期目標の期間 平成29年度から令和３年（平成33年）度（第３期）

⑹ 目的及び業務

ア 目 的

精神障害者の医療、保護及び発生の予防並びにこれらに必要な研究を行うことを目的とする。

イ 業 務

(ア)精神科及び神経科に関する医療を提供すること。

(イ)精神科及び神経科に関する医療の調査及び研究を行うこと。

(ウ)精神科及び神経科に関する医療技術者の研修を行うこと。

(エ)前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2 評価の実施根拠法

地方独立行政法人法（平成15年法律第118号）第28条

3 評価の対象

平成30年度における地方独立行政法人岡山県精神科医療センターの第３期中期計画（平成29年度から令和３年（平成33年）度）の進捗状況

4 評価の趣旨及び評価者

⑴ 評価の趣旨

地方独立行政法人法の規定に基づき、地方独立行政法人岡山県精神科医療センター（以下「岡山県精神科医療センター」という。）が、岡山県内の精神科医療

の中核病院として、他の医療機関の模範となるような業務運営が行えるよう、業務の質の向上、業務運営の効率化、透明性の確保等について自主的、継続的な見

直し及び改善を促すことを目的に、業務の実績評価を行う。
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⑵ 評価者

知事

5 評価方法の概要

⑴ 評価基準

地方独立行政法人岡山県精神科医療センターの業務の実績に関する評価の実施基準

⑵ 評価の手法

地方独立行政法人岡山県精神科医療センターの自己評価の結果を活用する間接評価方式

6 評価結果

⑴ 総合的な評定

知事は、岡山県精神科医療センターが地方独立行政法人岡山県精神科医療センターの業務の実績に関する評価の実施基準により自己評価し提出した「平成30年

度に係る業務の実績に関する報告書」を適正な評価と認め、次のとおり評定した。

岡山県精神科医療センターは、「人としての尊厳を第一に安心・安全の医療をめざす」ことを理念とし、「人権を尊重し、利用者の方々の視点に立った良質な医

療の提供」、「地域や関係機関との連携をすすめ、患者の社会参加への積極的支援」、「快適な治療環境の提供」、「精神科医療水準の向上」、「公的病院の責務を果た

し、健全で透明性の高い病院運営」に努めることとしている。

平成30年度においても、理事長の強いリーダーシップの下、職員が一丸となって機動的・戦略的な運営が行われていると認められる。

特に、精神科救急医療において、24時間365日の救急対応を実施し、県内で中心的な役割を担っているほか、医療従事者の手厚い配置が必要である児童・思春

期精神科医療、高い専門性が求められるアルコール・薬物・ギャンブル等依存症医療、公的病院が設置することとされる司法精神入院棟の運営など、民間では複

雑で対応困難な分野においても、地方独立行政法人として、公的な役割を担い、全体としての精神科医療向上に資するよう取り組みながらも、高い水準での財務

内容の健全性を維持していることを積極的に評価するものである。

また、平成３０年７月豪雨災害では、発災直後からＤＰＡＴ県調整本部を支援するとともに、先遣隊及び巡回診察支援チームを被災地に派遣し、避難所及び被

災病院支援等でＤＰＡＴ活動等を実施、県内の災害時における精神科医療支援の中心的役割を担った。

最小項目別評価の結果をみると、平成30年度中の計画に掲げられた53項目中、評点４（年度計画を十分に達成）が45項目、評点３（年度計画を概ね達成）が８

項目と、８割以上が評点４でありかつ、いずれも評点３以上という高い水準である。

以上、全体として、岡山県精神科医療センターが地方独立行政法人のメリットを生かし、前年度に引き続き、様々な改革を着実に実行に移している状況が十分

見受けられたことから、平成30年度の業務の実績における第３期中期計画の進捗は、優れて順調と評定する。

なお、岡山県精神科医療センターは地方独立行政法人として公的な使命を有しており、県内精神科医療の中核病院としての役割を果たし、医療の質の向上を図

りつつ、引き続き、県民のニーズを十分に考慮した運営が行われることを望む。
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⑵ 中期計画の各項目ごとの評定

Ⅲ 県民に提供するサービスその他の業務の質の向上

ア 評定

中期計画の進捗状況は優れて順調

イ 理由

理事長の強いリーダーシップの下、職員が一丸となって地方独立行政法人のメリットを生かしながら様々な改革を継続し、良質で高度な精神科医療の獲得

とその実施、及び関係機関と連携した県全域での困難事例等への対応等において、着実な取組と期待以上の成果が見受けられる。

ウ 評価した項目

① 項目数 37項目

② 特筆すべき項目

・他機関と連携した国等の研究事業への参加や多くのモデル事業受託、海外への職員派遣も積極的に推進することで、精神科医療における診断・治療法等

質の高い医療提供に努め、また各種研修会の開催や実習生の受け入れ等により県内精神科医療の向上を図った。

・県民がいつでも緊急診察が受けられるよう、「決して断らない病院」として土日祝日についても、複数の医師による診療体制を敷き、24時間365日急患に

対応した。また病床機能の見直しで、より多くの救急患者を受入可能とし、体制の充実を図った。

・災害に備え、平時からＤＭＡＴ等関係機関との連携強化及び技能維持に努め、平成３０年７月豪雨災害では、ＤＰＡＴ県調整本部の支援を実施するとと

もに、先遣隊及び巡回診察支援チームを派遣し、避難所等においてＤＰＡＴ活動の中心的役割を担った。

・専門相談窓口を設置し、初期から全入院患者・家族に面接することで、経済的・社会的な困難ケースにおいて、多職種でのカンファレンスを行うととも

に院外関係機関と連携を図る等、適切な支援を実施した。患者だけでなく家族へも早期から情報提供し、特に初発精神病患者の家族教育や、退院後の支

援プログラムを継続することで、スムーズかつ安心感のある医療を提供した。

・優れた医療従事者を確保するため、子育てや家族介護等に配慮した職場環境の創出や、多職種における海外研修制度の利用促進を図るとともに、患者の

安全を最優先にした対応習得に向けた研修やラウンド等を実施し、医療安全対策を促進した。

・入院当初より地域移行に向けた支援が実施できるよう、地域移行ナースを配置するとともに、多職種チーム協働で、困難事例における退院促進に向けた

取組を行った。また、地域の社会資源や関係機関と連携した企業実習等を実施し、積極的な地域移行・生活支援に努めた。

・身体・精神合併症患者への適切な治療を提供するため、入院受入や電話相談、総合病院への往診等を積極的に実施し、一層の連携を図った。

・未治療者や引きこもり等、困難なアウトリーチ事例について、県精神保健福祉センターを始め関係機関と連携した支援を実施した。

Ⅳ 業務運営の改善及び効率化

ア 評定

中期計画の進捗状況は優れて順調
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イ 理由

長期的な視点で、医療の質の向上を図り、各種制度変化への迅速な対応と業務運営の不断の見直しを実施することで、現場の働きやすさや質を保ちながら、

効率的な業務運営を推進した。

ウ 評価した項目

① 項目数 ８項目

② 特筆すべき項目

・日本病院会ＱＩ、全国自治体病院協議会ＱＩ、ＮＣＮＰ（国立研究開発法人国立精神・神経医療センター）主導のＰＥＣＯ（精神医療の見える化プロ

ジェクト）に参加し、その指標を導入することで医療の質の向上のために取り組んだ。

・自動ドアやエレベーター、次亜水設備等の施設整備に関する保守契約を一つの複合契約とすることで、不具合発生時の迅速かつ柔軟な対応を可能とし、

契約金額も減額した。

・複数の電力販売会社から情報を収集し、価格交渉を行い、料金を節減した。

・診療報酬改定の影響を事前調査し、精神科救急入院料看護職員夜間配置加算を開始し、また、医療ニーズに合わせ病床機能を効果的に変更することで、

病床の有効活用と収入の確保を行った。

Ⅴ 財務内容の改善

ア 評定

中期計画の進捗状況は優れて順調

イ 理由

全国の自治体精神科病院と比較しても、経常収支比率等の経営管理指標が良好な水準にあり、県内の精神科医療の中核病院としての役割を果たしつつ、高

い水準での財務内容の健全性を維持した。

ウ 評価した項目

① 項目数 ２項目

② 特筆すべき項目

・効率的な病床管理による病床利用率の確保、未収金対策などの

収入確保に努めるとともに、病棟機能再編や業務見直しによる

医師数削減等を実施し、経費削減を図った。

区　　　　　分 平成28年度 平成29年度 平成30年度

経常収支比率（経常収益／経常費用） 101.8％ 101.9％ 105.6％

医業収支比率（医業収益／医業費用） 90.8％ 91.7％ 93.6％

人件費比率（総人件費／医業収益） 77.7％ 79.0％ 78.1％
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Ⅵ その他業務運営に関する重要事項

ア 評定

中期計画の進捗状況は優れて順調

イ 理由

ワークライフバランスに配慮した勤務形態の見直しや超過勤務の管理、特別休暇の取得を促進し、職員の心身の健康面に配慮した働きやすい職場環境づく

りを推進した。また、職員研修の実施や電子カルテ閲覧履歴が参照できるようなシステムを導入し、個人情報の取扱いについての情報管理体制を強化した。

ウ 評価した項目

① 項目数 ６項目

② 特筆すべき項目

・困難な医師の働き方改革を推進するため、人員数の制約を最大限考慮しつつシフトを組み、勤務インターバル制度に取り組んだ。また、産業医による院

内巡視では、点検シートを作成し、記録を残して問題点の早期解決に繋げた。

・個人情報保護に関する研修会を実施し、職員の個人情報に対する意識の強化を図り、電子カルテでのカルテ閲覧履歴が参照できるようにすることで、不

適切な患者情報の閲覧を未然に防ぐシステムを開発した。

・計画的修繕として必要な老朽化した医療機器整備に積立金を活用しながら、健全経営を行い、今後に備えた財源の確保を行った。

⑶ 評価結果等の業務運営への活用状況

精神科救急医療において県内で中心的な役割を担っているほか、医療従事者の手厚い配置が必要である児童・思春期精神科医療、高い専門性が求められる依存

症医療、公的病院が設置することとされる司法精神入院棟の運営など、地方独立行政法人として公的な使命を果たしつつ、医療の質の向上に努めた。

⑷ 岡山県精神科医療センターに対する勧告等

該当なし


